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公
益
法
人
等
に
造
成
さ
れ
て
い
る
基
金
の
残
高
が
基
金
事
業
と
し
て
の
必
要
な
額
等
を
上
回
る
基
金
に
関
し
て
、
以
下
質
問

す
る
。 

一 

公
益
法
人
等
に
造
成
さ
れ
て
い
る
基
金
の
残
高
が
基
金
事
業
と
し
て
の
必
要
な
額
等
を
上
回
る
基
金
に
つ
い
て
、
令
和
五

年
一
月
三
十
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
「
御
指
摘
の
各
府
省
が
作
成
、
公
表
し
て
い
る
令
和
四
年
度
基
金
シ

ー
ト
に
お
い
て
、
基
金
の
保
有
割
合
が
一
を
上
回
る
部
分
を
、
各
府
省
に
も
確
認
の
上
、
機
械
的
に
算
出
い
た
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
全
体
で
、
七
府
省
、
計
四
十
六
基
金
事
業
、
約
千
四
百
五
十
七
億
円
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
国
費
相
当
額
は
約
千
四
百

三
十
六
億
円
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
」
と
答
弁
が
あ
っ
た
。
現
時
点
に
お
け
る
、
基
金
の
保
有
割
合
が
一
を
上
回

る
部
分
を
機
械
的
に
算
出
し
た
場
合
の
府
省
数
、
基
金
事
業
数
、
金
額
お
よ
び
国
費
相
当
額
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

二 

現
時
点
に
お
け
る
、
基
金
の
保
有
割
合
が
一
を
上
回
る
部
分
を
機
械
的
に
算
出
し
た
場
合
の
府
省
別
の
基
金
事
業
数
、
基

金
事
業
名
、
基
金
事
業
ご
と
の
金
額
と
国
費
相
当
額
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 



 

２ 

 

三 

上
記
を
ふ
ま
え
、
基
金
規
模
を
国
の
基
準
に
合
わ
せ
て
適
正
に
す
る
観
点
か
ら
、
基
金
の
保
有
割
合
が
一
を
上
回
る
部
分

に
お
け
る
基
金
の
財
源
と
な
っ
て
い
る
国
か
ら
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
国
庫
へ
返
納
す
べ
き
と
考
え
る
。
政
府

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


